
令和７年度多可町外国語指導助手派遣業務仕様書 

 

１． 趣旨・目的 

 多可町内の幼児・児童・生徒の発達段階に応じた英語によるコミュニケーション能力の育

成に資するため、生きた英語を提供し、外国文化・生活に触れることで外国語に慣れ親しむ

とともに、コミュニケーション意欲や学習意欲を向上させることを目的として、外国人英語

指導助手（以下「ＡＬＴ」という。）を派遣する。 

 

２． 契約期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで（３年間） 

 

３．業務内容 

   派遣元は、教育委員会、学校長、教頭、教員の指示のもと、学校及び社会教育施設にＡＬＴ

を派遣し、次の業務を履行する。 

（1） 外国語授業、外国語活動、国際理解教育における英語指導及び英語指導の補助業務 

（2） 授業で使用する教材の作成補助及び提供 

（3） 教員等に対する英語学習に関する研修及び指導補助 

（4） 多可町の主催する国際理解教育を目的として幼児・児童・生徒対象イベントにおける指導 

（5） 多可町立学校の主催する英語、外国語活動、国際理解教育に係る行事や、文化祭、体育祭

等学校行事における児童生徒との交流、指導補助 

（6） その他多可町教育委員会の主催する会議・研修会への参加、指導補助 

（7） 上記に加え、事業の円滑な遂行のために派遣先が必要と認める業務 

 

３． ＡＬＴの派遣場所 

（1） 令和７年度 

多可町内の小学校５校、中学校３校及び５歳児教室等多可町教育委員会が指定する場所 

（2） 令和８年度・９年度 

多可町内の小学校５校、中学校１校及び５歳児教室等多可町教育委員会が指定する場所 

①小学校（５校） 

多可町中区森本１５２－１   多可町立中町南小学校 

多可町中区鍛冶屋４３４    多可町立中町北小学校 

多可町加美区熊野部８３５   多可町立松井小学校 

多可町加美区市原５９     多可町立杉原谷小学校 

多可町八千代区中野間１１３７ 多可町立八千代小学校 

②中学校 

   ・令和７年度（３校） 

   多可町中区奥中５８８     多可町立中町中学校 

   多可町加美区豊部３００    多可町立加美中学校 

   多可町八千代区中野間６８０  多可町立八千代中学校 

・令和８年度・９年度（１校） 

   多可町中区岸上        多可町立多可中学校 



４． ＡＬＴの派遣人数 

（1） 令和７年度 ３名 

Ⅰ：中学校・小学校  Ⅱ：中学校・小学校  Ⅲ：中学校・小学校 

（2） 令和８年度・９年度 ２名  

   Ⅰ：中学校      Ⅱ：小学校 

   ※配置予定校は変更する可能性がある。 

 

５． ＡＬＴの派遣日時 

（1） 派遣日は、原則として月曜日から金曜日まで（学校の休業日を除く）とする。 

※ただし、学校行事等の都合により、土・日・祝日に出勤を命ずることもある。その場合

は勤務日の振替で対応すること。 

（2） 勤務時間は、原則７時間とする（休憩時間を除く）。 

（3） 休憩時間は１日あたり１時間を超えない範囲で設ける。 

（4） 原則として、夏期休業日、冬季休業日、年度末休業日には勤務しない。ただし、研修会等

事前に双方の合意がある場合は、派遣日とすることができる。 

（5） 最大派遣日数は年間４５週とする。 

（6） 各学校における派遣日、派遣時間は、派遣先と派遣元との調整のうえ、派遣元から派遣先

に通知される。また、派遣先は派遣元に依頼して、予定した派遣日及び派遣時間を変更す

ることができる。 

 

６． ＡＬＴの条件 

配置するＡＬＴは、次の条件を満たす者とする。 

（1） 英語を母国語とする者または同等の能力を有する者。 

（2） ４年生大学を卒業または同等以上の学歴がある者。 

（3） 就労に適したビザを所有している者。 

（4） 心身ともに健康であり、通年勤務できる者。 

（5） 多可町の必要とする水準の指導技術を持っている者。 

（6） 児童生徒と積極的に関わり、英語の指導に熱意のある者。 

（7） 簡単な日本語が理解でき、日常会話程度の日本語能力を有する者または日本語でのコミュ

ニケーションに積極的に関わる意欲のある者。 

 

７． 派遣に係る遵守事項 

派遣元は、派遣業務の円滑な遂行を行うために、ＡＬＴの職務に係る一切の業務に誠意を持っ

て遂行し次の事項を遵守する。 

（1） 派遣元は、本派遣業務契約の締結に際し、一般労働者派遣事業の許可を受けている、又

は、特定労働者派遣事業の許可を受けている事業主であることを書面により派遣先に提出

する。 

（2） ＡＬＴが計画通り就業できない事態が生じた場合は、速やかに業務が継続できるよう取り

計らうものとする。 

 



（3） ＡＬＴの指導力や児童生徒、教員、教育委員会等との関係、日本語会話能力において、教

育委員会または学校長が適宜指示を加える場合がある。なお、指示を加えても改善の見込

みがない場合は、派遣元は、新たなＡＬＴを派遣しなければならない。変更にともなう経

費の負担については派遣元の負担とする。 

（4） ＡＬＴに対する研修等を実施するにあたり、指導技術の向上を図るとともに、園児・児

童・生徒へのセクシュアルハラスメント等、人権擁護等に関する教育にも十分留意する。 

 

８． その他 

（1） 法律に基づく保険等の雇用者義務、派遣業務中の保険適用、ＡＬＴの手当金、学校園等に

赴く交通費等は、契約金額に含まれるものとする。 

（2） その他、この仕様書に定めのない事項については、派遣元と派遣先で協議の上、決定す

る。 


